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(57)【要約】
【課題】面光源装置において薄型化と狭額縁化とを実現
する。
【解決手段】導光板１０の裏面に中心部を横切る直線の
溝１８を形成する。溝１８内に直線状にサイドエミッタ
型のＬＥＤ１２を配置し、溝１８の両側の側面から光を
導光板１０へ入射する。導光板１０の端面に鏡面反射シ
ート１４を貼り付け、当該端面に達した光を鏡面反射し
て導光板１０内部へ戻し、出射光の面内一様性を向上さ
せる。また、溝１８の両側の導光板１０ａ，１０ｂから
溝１８の上に設けた薄い導光板１０ｃに光を入射させ、
ＬＥＤ１２の直上の導光板１０前面からも光を出射させ
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線状の光源と、
　当該光源から入射される光を面状に広げて一方の主面から出射する導光板と、
　前記導光板の端面に配置され、当該端面に達した当該導光板内の光を鏡面反射して当該
導光板内部へ戻す端面反射部材と、
　を備え、
　前記導光板は他方の主面に溝を形成され、
　前記光源は、前記導光板の前記溝内に配置され、当該溝の両側の側面から前記導光板に
光を入射させること、
　を特徴とする面光源装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の面光源装置において、
　前記光源は、光の出射面を前記溝の一方側面に向け前記溝に沿って等間隔に配列された
複数の発光ダイオードと前記出射面を他方側面に向け前記溝に沿って等間隔で配列された
複数の発光ダイオードとからなること、を特徴とする面光源装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の面光源装置において、
　前記導光板の前記溝の底面に配置され、前記光源からの光を反射する溝部反射部材を有
すること、を特徴とする面光源装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の面光源装置において、
　前記導光板は、当該導光板内を伝搬する光を拡散反射する加工を、前記一方の主面又は
、前記他方の主面及び前記溝の底面に施されていること、を特徴とする面光源装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の面光源装置において、
　前記光源が固定される基板と、
　前記溝に交差する方向への前記導光板のずれを防止する位置決め手段と、
　を備え、
　前記溝は前記導光板の中心部を横切る直線に沿って形成され、
　前記位置決め手段は、前記溝に直交する方向における前記導光板の中央部にて当該導光
板を前記基板に対して固定すること、
　を特徴とする面光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は面光源装置に関し、特に例えば、発光ダイオード（Light Emitting Diode：Ｌ
ＥＤ）等の非面光源から面状の発光を得る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パソコン等のディスプレイや液晶テレビに用いられる液晶表示装置において、画像を形
成する液晶パネルの各画素は自ら発光しない。そのため、液晶表示装置は液晶パネルに光
を照射する光源を備え、液晶パネルからの透過光や反射光によって、液晶パネルが形成す
る画像を目に見える表示とする。例えば、当該光源として液晶パネルの背後に配置された
バックライト装置と呼ばれる面光源装置が用いられ、この場合、液晶パネルからの透過光
により画像が表示される。
【０００３】
　バックライト装置にはエッジライト型又はサイドライト型と呼ばれる方式と、直下型と
呼ばれる方式とがある。エッジライト型バックライトは、導光板の側部の端面（エッジ）
に点光源や線光源（これらを合わせて非面光源と称する）を配置し、当該非面光源から出
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射される光を導光板内にて伝搬させて面状に広げ、導光板の液晶パネルに対向する面から
出射させる。直下型バックライトは、複数の非面光源を面状に配列し、それらの出射光を
その前方に配置した拡散板等で一様な光にする。非面光源としては、冷陰極蛍光管（Cold
 Cathode Fluorescent Lamp：ＣＣＦＬ）や、ＬＥＤがあり、近年ではＬＥＤが主流とな
ってきている。エッジライト型バックライトは直下型バックライトと比べて薄型化を図れ
る利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３１０６１１号公報
【特許文献２】特開２００６－３５１５２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、エッジライト型バックライトは導光板のエッジに光源を取り付けるので、その分
、装置の平面形状が大きくなり狹額縁化を図りにくいという問題があった。
【０００６】
　なお、特許文献１の図１や特許文献２の図６には、導光板の両側エッジに下側導光板か
ら上側導光板へ光を導く凹面の反射板を配置し、下側導光板の中央部に光源を配置する構
成が開示されている。この方式においてはエッジライト型における光源の代わりに外向き
に凸となる反射板が配置され、やはり狭額縁化を図ることが難しいという問題を有する。
【０００７】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、薄型化と共に狭額縁化を図
れる面光源装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る面光源装置は、線状の光源と、当該光源から入射される光を面状に広げて
一方の主面から出射する導光板と、前記導光板の端面に配置され、当該端面に達した当該
導光板内の光を鏡面反射して当該導光板内部へ戻す端面反射部材と、を備え、前記導光板
は他方の主面に溝を形成され、前記光源は、前記導光板の前記溝内に配置され、当該溝の
両側の側面から前記導光板に光を入射させる。
【０００９】
　本発明の好適な態様は、前記光源が、光の出射面を前記溝の一方側面に向け前記溝に沿
って等間隔に配列された複数の発光ダイオードと前記出射面を他方側面に向け前記溝に沿
って等間隔で配列された複数の発光ダイオードとからなる面光源装置である。
【００１０】
　他の本発明に係る面光源装置はさらに、前記導光板の前記溝の底面に配置され、前記光
源からの光を反射する溝部反射部材を有する。
【００１１】
　別の本発明に係る面光源装置においては、前記導光板は、当該導光板内を伝搬する光を
拡散反射する加工を、前記一方の主面又は、前記他方の主面及び前記溝の底面に施されて
いる。
【００１２】
　さらに別の本発明に係る面光源装置は、前記光源が固定される基板と、前記溝に交差す
る方向への前記導光板のずれを防止する位置決め手段と、を備え、前記溝は前記導光板の
中心部を横切る直線に沿って形成され、前記位置決め手段は、前記溝に直交する方向にお
ける前記導光板の中央部にて当該導光板を前記基板に対して固定する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、薄型でかつ狭額縁の面光源装置を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態であるバックライト装置の概略の構成を表す模式的な斜視図で
ある。
【図２】本発明の実施形態であるバックライト装置の模式的な平面図である。
【図３】本発明の実施形態であるバックライト装置の模式的な垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する
。図１は本発明の実施形態であるバックライト装置２の概略の構成を表す模式的な斜視図
である。図１に示すように、バックライト装置２は、導光板を用いて非面光源から面状光
を生成する光源部４と、拡散板６及び光学シート類８とを備える。これら光源部４、拡散
板６及び光学シート類８は図示していない筐体に収納される。例えば、当該筐体は光源部
４の背面を支持する背面板と、その周囲から前面側へ立設された側板とを有する箱形の形
状とされ、その内側に光源部４等が収納される。
【００１６】
　光源部４は導光板１０及びＬＥＤ１２を含み、非面光源であるＬＥＤ１２の出射光を導
光板１０で広げて一方主面（前面）から面状光を出射する。導光板１０の端面には鏡面反
射シート１４（端面反射部材）が貼り付けられる。また、導光板１０の他方主面（裏面）
に図には現れない反射シートが配置される。ＬＥＤ１２は基板１６に搭載される。基板１
６は導光板１０の他方主面（裏面）に対向して配置され、ＬＥＤ１２は導光板１０の裏面
に設けられる溝１８内に挿入される。基板１６は例えば、その背面に位置する筐体の背面
板に固定される。固定金具２０は導光板１０がずれてＬＥＤ１２に衝突することを防止す
るために設けられる。例えば、固定金具２０は基板１６又は筐体に固定されたピン状の突
起である。導光板１０の縁には切り欠きや穴が形成され、これに固定金具２０が挿入され
導光板１０のずれを防止する。
【００１７】
　拡散板６は光源部４から出射した光を拡散して光強度の面内一様性を向上させる。光学
シート類８は例えば、拡散シート２２、プリズムシート２４、反射型偏光フィルム２６等
を含み得る。拡散シート２２は拡散板６を透過した光をさらに拡散して一様性を一層向上
させる。プリズムシート２４は拡散シート２２から前面の様々な方向へ出射される光を面
に垂直な方向を中心として集光させ、発光面正面における輝度を向上させる。反射型偏光
フィルムであるＤＢＥＦ（Dual Brightness Enhancement Film）２６は、入射光のうち液
晶パネルの下側偏光板を通過できない偏光成分をその手前で反射して再利用を可能とする
ことにより輝度を向上させる。
【００１８】
　図２はバックライト装置２の模式的な平面図である。図２では拡散板６及び光学シート
類８は省略している。図３は図２に示す直線III－IIIに沿ったバックライト装置２の模式
的な垂直断面図である。図２及び図３を用いてバックライト装置２の構造についてさらに
詳しく説明する。
【００１９】
　導光板１０の平面形状は、バックライト装置２を用いるテレビ用液晶パネルに対応して
横方向（水平走査方向）に長い矩形である。溝１８は導光板１０の縦方向（垂直走査方向
）の中心を通り、横方向に沿って直線状に形成される。溝１８の幅及び深さはＬＥＤ１２
を挿入できるように設定される。その際、導光板１０の熱膨張やずれを考慮して、導光板
１０とＬＥＤ１２とが衝突しないように溝１８の幅又は深さに余裕を設けることが好適で
ある。
【００２０】
　本実施形態では導光板１０は、溝１８の両側に位置する導光板１０ａ，１０ｂと、溝１
８の底部に位置する小型の導光板１０ｃとを例えば透明接着剤等で接合して形成される。
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小型導光板１０ｃの厚さは両側の導光板１０ａ，１０ｂより薄くし、それら導光板１０ａ
，１０ｂ，１０ｃの前面が単一平面となるようにそれらを接合することで、導光板１０ｃ
の裏側に溝１８が形成される。なお、溝１８は、一様な厚さの導光板の裏面を切削して形
成することもできる。また、樹脂成形の導光板において金型を用いて溝１８を備えた導光
板１０を一体成形することもできる。
【００２１】
　ＬＥＤ１２は基板１６に直線状に配列され線状の光源を構成する。基板１６は例えば、
低熱膨張の素材からなるリジッド基板を用いて形成されたプリント基板であり、一例とし
て、ガラスエポキシ基板を用いることができる。基板１６にはＬＥＤ１２に駆動電源を供
給する導体パターンが形成される。基板１６はその基板面を導光板１０の裏面に向けて配
置され、当該基板面に搭載されたＬＥＤ１２が溝１８に挿入される。
【００２２】
　ＬＥＤ１２はサイドエミッタ型のものを用い、ＬＥＤ１２の光出射面を溝１８の側面に
向けて基板１６に配置される。基板１６には、光出射面を溝１８の一方側面に向け溝１８
に沿って等間隔に配列された複数のＬＥＤ１２と光出射面を溝１８の他方側面に向け溝１
８に沿って等間隔に配列された複数のＬＥＤ１２とが配置される。本実施形態では、導光
板１０ａへ向けて光を出射するＬＥＤ１２ａと、導光板１０ｂへ向けて光を出射するＬＥ
Ｄ１２ｂとが溝１８に沿って導光板１０の横方向に交互に配列される。
【００２３】
　ＬＥＤ１２の出射面とこれに対向する溝１８の側面との距離を大きくすると、溝１８の
側面から入射したＬＥＤ１２の出射光が直接届く導光板１０内の照射領域２８が拡大し、
照射領域２８が溝１８に沿って周期的に配置されることによる輝度むらを低減することが
可能となる。その一方で、当該距離を大きくすると導光板１０の法線方向に関するＬＥＤ
１２の出射光３０の配光分布により、当該出射光３０のうち側面に入射しない成分（光線
３２ａ）が増え得る。ＬＥＤ１２と側面との距離はこのような影響を考慮に入れて設定さ
れる。当該距離は基本的にＬＥＤ１２ａとＬＥＤ１２ｂとで同じに設定され、その結果、
溝１８の幅方向に関するＬＥＤ１２ａの位置とＬＥＤ１２ｂの位置とに差が生じて図２に
示すようにＬＥＤ１２は千鳥配列となり得る。一方、ＬＥＤ１２ａ，１２ｂを一直線の配
列とすることもできる。なお、溝１８内にＬＥＤ１２を２列に配置し、一方の列をＬＥＤ
１２ａとし他方の列をＬＥＤ１２ｂとしてもよい。
【００２４】
　溝１８の側面から入射される光は導光板１０内にて前面と裏面とで全反射を繰り返し、
導光板１０の外周へ向けて伝搬する。導光板１０の外周端面に貼り付けられた鏡面反射シ
ート１４は、導光板１０内を伝搬して当該端面に達した光を鏡面反射し、導光板１０内へ
戻す。端面にて反射された光は再び導光板１０の前面と裏面とで全反射を繰り返して、溝
１８が存在する方向へ伝搬する。
【００２５】
　導光板１０は、前面から一様な強度で光が出射するように、当該導光板内を伝搬する光
を拡散反射する加工を、前面又は、裏面及び溝１８の底面に施されている。本実施形態で
は、裏面及び溝１８の底面に当該加工を施している。具体的には当該加工として白色反射
膜３４を導光板１０ａ，１０ｂの裏面及び、溝１８の底面を形成する導光板１０ｃの裏面
に印刷により形成する。白色反射膜３４は入射光を高い反射率で拡散反射して導光板１０
に戻す。導光板１０ａ，１０ｂそれぞれの裏面の白色反射膜３４ａ，３４ｂ、及び導光板
１０ｃの裏面の白色反射膜３４ｃは、導光板１０の前面からの発光強度が一様になるパタ
ーンに形成され、例えばドットパターンとすることができる。
【００２６】
　導光板１０ａ，１０ｂの裏面に設けられる反射シート３６は導光板１０の裏面から漏れ
出る光を反射して導光板１０へ戻し、バックライト装置２の発光効率を向上させる。
【００２７】
　なお、導光板１０の前面に白色反射膜３４を形成した場合には、前面で拡散反射された
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光のうち全反射されない角度で裏面に入射した成分が裏面の反射シート３６で反射されて
前面の白色反射膜３４のパターンの隙間から出射される。白色反射膜３４を前面に形成す
る構成では導光板１０ａ，１０ｂ，１０ｃの白色反射膜３４を同一平面上に形成すること
ができる。これにより、裏面における導光板１０ａ，１０ｂと導光板１０ｃとの境界の段
差に起因する輝度むらの影響を低減する白色反射膜３４のパターンの設計が比較的簡単に
なる。
【００２８】
　導光板１０ｃの裏面、つまり溝１８の底面には反射シート３８（溝部反射部材）が設け
られる。反射シート３８は、ＬＥＤ１２から直接入射する光線３２ａや、側面で反射され
導光板１０ａ，１０ｂに入射しないフレネル損失成分の光線３２ｂを反射する。これによ
り、十分に拡散されていないＬＥＤ１２の出射光が前面へ透過することが阻止され、導光
板前面の溝１８に対応する位置に輝線が生じることが防止される。また、反射シート３８
は導光板１０ｃ側の面も光を反射することができ、反射シート３６と同様の機能を果たす
。
【００２９】
　溝１８の側面近傍では、ＬＥＤ１２の配置周期に応じて輝度むらが発生する。また、導
光板１０ａ，１０ｂと導光板１０ｃとの境界の段差などによっても輝度むらが発生し得る
。さらにＬＥＤ１２から溝１８の側面に向けて、つまり導光板１０の面に沿った方向に光
を出射させることや、反射シート３８を配置したことにより、ＬＥＤ１２近傍の前面の輝
度はＬＥＤ１２から離れた位置の輝度より低くなり得る。上述の導光板１０等の構成はこ
のような輝度むらを軽減し、導光板１０の前面からの出射光の一様性を向上させることが
できる。具体的には、鏡面反射シート１４により光を溝１８側に戻すことにより、溝１８
の近傍での上述の輝度むらが目立たなくなる。また、ＬＥＤ１２の上に導光板１０ｃを配
置し、鏡面反射シート１４で反射された光を当該導光板１０ｃに入射させ、その前面から
出射させることで、ＬＥＤ１２直上での輝度低下を補償することができる。
【００３０】
　固定金具２０は溝１８に交差する方向への導光板１０のずれを防止する位置決め手段で
あり、これにより導光板１０がずれてＬＥＤ１２に衝突したり光学性能が低下したりする
ことが防止される。
【００３１】
　ここで、導光板１０のずれの原因の一つとして導光板１０の熱膨張がある。導光板１０
上の或る点を基準とした他の点での熱膨張による位置ずれは、それら２点間の距離に応じ
て累積して大きくなる。よって、導光板１０を中央で固定したときの当該導光板１０の両
端での位置ずれ量は、導光板１０の一方端を固定したときの他方端での熱膨張による位置
ずれ量の半分である。そこで、固定金具２０の溝１８に直交する方向における位置は導光
板１０の中央部とする。これにより、導光板１０の面内での位置ずれ量の最大値を小さく
することができる。さらに固定位置の近傍である中央部での熱膨張による位置ずれ量は小
さくなるので、中央部に配置するＬＥＤ１２と溝１８の側面との距離の変動が低減され、
光学特性の変動が抑制されると共にＬＥＤ１２の破損等が防止される。
【００３２】
　具体的には固定金具２０は導光板１０の横方向の右端と左端とに配置される。固定金具
２０は左右各端にて溝１８の両脇に１つずつ設けられ、導光板１０ａ，１０ｂに形成され
切り欠き部４０に挿入される。
【００３３】
　なお、厚さが導光板１０ａ，１０ｂより薄い導光板１０ｃの強度が十分であれば、固定
金具２０はより中央に近い導光板１０ｃの位置に配置することもできる。また、小型のバ
ックライト装置２では導光板１０等の重量も軽くなるので、例えば、接着剤や粘着テープ
などを位置決め手段として用い、導光板１０の溝１８に直交する方向の中央部を固定する
こともできる。
【００３４】
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　また、上記実施形態では、光源であるＬＥＤ１２を導光板１０の縦方向の中央を横切っ
て横方向に並べたが、導光板１０の横方向の中央を横切って縦方向に並べてもよいし、導
光板１０に十字型の溝を形成し、横方向及び縦方向にＬＥＤ１２を配列してもよい。
【００３５】
　以上、実施形態により説明した本発明の面光源装置は、エッジライト型と同様の薄型化
を図れると共に、光源を導光板の面内に配置することにより従来のエッジライト型の装置
より狭額縁化が可能となる。また、出射光の面内強度の一様化を図る構成を備えており、
光源を導光板の面内に配置することに起因する輝度むらを抑制することを可能としている
。この本願発明は上述した液晶表示装置のバックライト以外の用途の面光源装置に適用す
ることができる。
【符号の説明】
【００３６】
　２　バックライト装置、４　光源部、６　拡散板、８　光学シート類、１０　導光板、
１２　ＬＥＤ、１４　鏡面反射シート、１６　基板、１８　溝、２０　固定金具、２２　
拡散シート、２４　プリズムシート、２６　ＤＢＥＦ、２８　照射領域、３４　白色反射
膜、３６，３８　反射シート、４０　切り欠き部。

【図１】 【図２】
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